
－ 制 定 ・　改 廃　の　概　要 －

条例・規則名　　東京都自然公園条例施行規則の一部を改正する規則

公布年月日・番号　平成17年3月31日・東京都規則第49号

１　概要

１　改正理由

東京都自然公園条例（平成14年東京都条例第195号）の改正等に

伴い、指定管理者及び利用料金に関する規定を整備するほか、自然

公園法施行規則の改正に伴い、特別地域内の行為の許可基準に関す

る規定を整備する必要がある。

　２　改正事項の概要

(1) 条例の一部改正に伴うもの

ア　利用料金制度の導入に伴うもの

(ｱ)　利用料金（第60条）

イ　指定管理者制度の導入に伴うもの

(ｱ)　指定管理者の申請（第67条）

(ｲ)　指定管理者の指定の基準（第68条）

 (2) 自然公園法施行規則の一部改正に伴うもの

（平成16年4月1日施行）

　　　　　特別地域内の行為の許可基準の追加（第23条11号）

　　　　　風力発電施設の新築、改築または増築に係る許可基準の追加

２　施行期日

平成17年4月1日

３　問い合わせ先

自然環境部緑環境課自然公園係

直通　０３－５３８８－３５０８

内線　４２－６８５


